
1 

 

男鹿市告示第３１号 

 

 男鹿市経営安定資金危機関連枠利子補給要綱を廃止する告示を次のように定める。 

 

  令和６年３月２１日 

 

 

               男鹿市長 菅 原 広 二    

 

 

男鹿市経営安定資金危機関連枠利子補給要綱を廃止する告示 

男鹿市経営安定資金危機関連枠利子補給要綱（令和２年男鹿市告示第３７号）は、廃止する。 

   附 則 

 この告示は、令和６年３月２１日から施行する。 

 


